
議案第２０号 

 

北名古屋市児童館の設置及び管理に関する条例等の一部改正につい

て 

 

 北名古屋市児童館の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例

を別紙のとおり定めるものとする。 

 

平成２６年２月２４日提出  

 

              北名古屋市長 長 瀬  保 

 

 

提案理由 

 

この案を提出するのは、栗島児童クラブ室の新設及び引用法令等の条文

整備に伴い、関係条例の一部を改めるため必要があるからである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



北名古屋市児童館の設置及び管理に関する条例等の一部を改正す

る条例 

 

（北名古屋市児童館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１条 北名古屋市児童館の設置及び管理に関する条例（平成１８年北名

古屋市条例第１０１号）の一部を次のように改正する。 

第４条ただし書中「北名古屋市西之保児童館」の次に「、北名古屋市

宇福寺児童館」を加え、同条第２号中「第６条の２第１２項」を「第６

条の３第２項」に改める。 

（北名古屋市児童クラブ設置条例の一部改正）  

第２条 北名古屋市児童クラブ設置条例（平成１８年北名古屋市条例第１

０４号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「第６条の２第２項」を「第６条の３第２項」に、「第３４

条の７」を「第３４条の８」に改める。 

  第６条第５号中「前３号」を「前各号」に改める。 

  別表第１中 

 「 

 栗島児童クラブ 
北名古屋市宇福寺長田２８番地

（北名古屋市宇福寺児童館内） 
３０人   

                               」を 

 「 

栗島ほほえみ児童

クラブ 北名古屋市中之郷栗島２０番地

１（栗島児童クラブ室内） 

４０人 

 
栗島ゆめっ子児童

クラブ 
４０人 

                               」に 

改める。 

（北名古屋市児童クラブ室の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第３条 北名古屋市児童クラブ室の設置及び管理に関する条例（平成１



８年北名古屋市条例第１０５号）の一部を次のように改正する。 

第３条の表に次のように加える。 

栗島児童クラブ室 北名古屋市中之郷栗島２０番地１ 

第５条ただし書中「業務時間」を「開室時間」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成２６年４月１日から施行する。  

 


